
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏市立土中学校土中サポーター(ＰＴＡ)定期総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 令和７年４月２１日（月） 

＝まず参加、理解を深めみんなで語ろう＝ 

柏市立土中学校土中サポーター(ＰＴＡ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

総  会  次  第 

 

 

1. 報 告 

（１） 令和６年度 年間活動報告 

（２） 令和６年度 ＰＴＡ決算報告／会計監査報告 

 

2. 議 事 

（１） 令和６年度 事業報告並びに決算報告・承認について 

（２） 令和７年度 事業計画（案）・承認について 

（３） 令和７年度 土中サポーター(ＰＴＡ)予算（案）・承認について 

（４） 令和７年度 代表、企画委員選出・承認について 

 

3. 資 料 

（１） 土中サポーター(ＰＴＡ)規約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）令和６年度 年間活動報告 

 

 

年月 企画（校内） 企画（校外） 

令和６年４月 前年度 PTA会計監査 

第 1回企画委員会実施 

 

令和６年５月 学校運営協議会 青少協：総会出席 

ふる協：総会出席 

市 P連：総会出席、懇親会出席 

令和６年６月 第 2回企画委員会実施  

令和６年７月  青少協：役員会出席 

市 P連：バレーボール大会応援 

令和６年８月 手賀沼花火大会校舎屋上花火鑑賞会

手伝い 

増尾町会夏祭り出店、夏祭り片づけ手

伝い 

令和６年９月 第 3回企画委員会実施 

中間会計監査 

学校運営協議会 

ふる協：敬老の集いお手伝い参加 

令和６年１０月 第 4回企画委員会実施 

「いのちの授業」3年生対象 

東葛駅伝大会応援 

ふる協：地域ふれあいの集い 

令和６年１１月 学校運営協議会 青少協：音楽まつり手伝い 

令和６年１２月  青少協：役員会出席 

令和７年１月 第 5回企画委員会実施 

新入生保護者説明会 

 

令和７年２月 第 6回企画委員会実施 

学校運営協議会 

「土中サポーター募集」の手紙作成 

市 P連：綱引き大会参加 

令和７年３月 卒業式 

辞校式（花束贈呈） 

会計監査・総会準備 

市 P連：会長・副会長会議出席 

 

 

 

【略字の組織会合名称】 

青少協：青少年健全育成推進協議会（環境部） 

ふる協：増尾地区ふるさと協議会 

 

 

 

 

 

 



年月 １学年 ２学年 ３学年 

令和６年４月    

令和６年５月  高校説明会事前打合わ

せ 

文書作成・配布 

令和６年６月 高校説明会お手伝い参加 

林間学校宿泊施設選考会

議出席 

  

令和６年７月    

令和６年８月    

令和６年９月 作成・印刷・配布・回収、 

企画委員との確認、 

ラインにて委員内情報共

有 

東葛駅伝差入品購入  

令和６年１０月  東葛駅伝差入れを担当

教諭にお渡し 

卒業記念品の相談 

卒業対策担当教職員の

確認 

令和６年１１月    

令和６年１２月 修学旅行業者選定会議出

席 

  

令和７年１月   お花屋さんと相談・打合

せ（電話） 

令和７年２月   記念品等の精算・検品 

令和７年３月    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）令和６年度 ＰＴＡ決算報告／会計監査報告 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

（２）令和７年度 事業計画（案） 

 

基本方針 

生徒の健全な育成を推進し、会員相互の親睦融和が図られるよう全会員を基盤とした

活動展開をめざす。 

 

活動の重点及び主な活動内容 

1. 生徒の健全な成長発達・向上を図るため、学校行事への参加・協力に努め 必

要に応じて、部活動等を助成する。 

2. 会員相互の親睦を図るため、PTAバレーボール活動を推進する。 

3. 企画委員会は、基本方針を活動の基盤に掲げ、常に学校・会員との連絡・調整

に努め、地域団体との連携を図る。 

4. 企画委員会は年度の状況を考慮しながら生徒達の成長・会員相互の交流につな

る 

企画・運営に努める。 

（1）校内除草作業 

（2）命の授業開催 

（3）その他＊地域のお祭りでの出店等 

5. 学年係は各学年において、学校からの要請があれば業者選定等の会議に出席す

る。 

6. 地区係は主に生徒の校外生活の健全な育成と環境整備を図る。 

（1）ながらパトロールや地域主催パトロール等のへ参加 

7. 全会員共通の活動 

（1）学校行事への協力 

（2）その他 ＊企画委員会で企画された行事等への参加 

 

感染症等の発生状況や天候・社会情勢により中止や変更になる事業もございます。 

 

保護者の皆様にはご協力をいただきますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）令和７年度 土中サポーター(ＰＴＡ)予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）令和７年度 代表、企画委員選出 

 

会員の皆様のご協力により、令和７年度役員候補者を以下に記します。 

 

 

記 

 

役 職 氏 名 

代 表 廣井 渓太 (新任)  

 

 

企画委員 

田中 邦夫 (新任) 教頭 

池田 祥子 (再任)  

田中 尚美 (再任)  

金定 和子 (再任)  

濱田 伸久 (新任)  

企画委員（書記） 
張 黎 (再任)  

藤田 ほたる (再任)  

企画委員（会計） 
三浦 千勢 (再任)  

斎藤 綾子 (新任)  

会計監査 
海藤 明日実 (新任)  

鈴木 ひろみ (新任)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

土中サポーター(ＰＴＡ)規約 

第一章  総  則 

第１条 本会は土中学校サポーター(ＰＴＡ)と称する任意団体であり、事務局を同校内

に置く。 

第２条 本会は会員相互の協力により、学校、家庭、社会における生徒の福祉を増進す

ることに努力するとともに、会員の文化的資質の向上をはかり、教育に対する

理解を深めることを目的とする。 

第３条 本会は、次の会員をもって組織する。 

現在土中学校に在籍する生徒の保護者又はこれに代わる人 

（以下これを保護者とする）並びに教職員。 

入会届を提出された方を会員とする。又、期日までに入会届の提出が無い方は

会員と 

する。 

進級に際して、会員資格は自動継続されるものとする。 

入会者が退会される場合は、退会届の提出をもって退会とする。 

途中からの入会希望者は、翌月始め迄に入会届を提出する事とする。 

第４条 本会は第 2条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１.学校の教育方針に沿って協力をする。 

２.生徒の保護及びその健康増進をはかる。 

３.教育環境の整備に協力する。 

４.会員の成人教育と相互の親睦をはかる。 

５.その他本会の目的達成のための事業を行う。 

 

 

第二章  役  員 

第５条 本会は次の役員を置く。 

１.代表 １名 

２.企画委員 １０名程度（以内）但し、１名は教職員とする。 

３.会計監査 ２名 

第６条 役員の任務は次の通りとする 

１.代表は本会の会務を統轄する。 

代表は同校学校長と兼務委任契約書の取り交わしを行う。 

２.企画委員は代表を補佐し、代表が事故のあるときはこれに代わる。 

３.企画委員は総会並びに諸会合の議事を正確に記録し、各種会合を通知する。 

４.企画委員は本会の会計事務にあたる。  

５.会計監査は会計を監査し、総会にて報告をする。 

第７条 役員の任期は次のとおりとする。 

１.企画委員の任期は 1年とする。また、留任を妨げない。 

２.役員に欠員が生じた場合は、応募を行い、企画委員会において承認を受けて 



補充することができる。 

第８条 役員の選出は次のとおりとする。 

１.代表、企画委員、会計監査は、総会において承認を受ける。 

 

第９条 本会に若干名の顧問を置くことができる。 

１.顧問は代表が委嘱し、総会で報告する。 

２.顧問は代表の諮問に応じ、また、会議に出席し意見を述べることができる。 

 

 

第三章  運  営 

第１０条 総会はこの会の運営の最高の決議機関であり全会員で構成される。 

１.定期総会は 4 月～6 月に開催、又は、書面議決を開催し、次のことを決定す

る。 

① 前年度事業報告並びに決算報告の承認。 

② 新年度事業計画並びに予算の承認。 

③ 役員の承認。 

④ 規約の変更。 

２.臨時総会は、企画委員会が必要と認めたとき開催する。 

３.総会は会員の過半数の出席者をもって成立する。 

但し、委任状をもって出席に代えることができる。 

４.総会の決議及び規約の変更については、出席者の過半数の同意を必要と 

する。 

第１１条 運営のために次の機関を置くものとする。 

１.企画委員会 

２.その他企画委員で必要と認めた特別委員会 

第１２条  企画委員会は代表、企画委員で構成し、随時開催できる。 

主な任務は次のとおりとする。 

１.総会に提出する議案作成及び審議。 

２.規約・細則の起案。 

３.学校及び保護者側からの議案の審議。 

４.その他緊急事項の対応。 

第１３条  学年担当係は、各学級より１～２名程度、選出する。 

主な任務は次のとおりとする。 

１.学級・学年からの依頼で業者選定等を実施。 

２.学級・学年間の連絡調整。 

３.学級・学年からの議案等を企画委員会へ提出。 

第１４条  地区担当係は、各学級より１～２名程度、選出する。 

主な任務は次のとおりとする。 

１.通学路等のながら見守り活動の実施。 

２.地域主導パトロール等への参加。 

３.通学路等での危険箇所等を企画委員会に報告。 



 

 

第四章  会  計 

第１５条 本会の経費は次の収入によって充てる。 

１.会費は月額 300円とし、兄弟がいる場合、2 人目からは 150 円とする。 

２.特別な事情が生じた場合は、臨時総会を開催し、 

その決議により臨時に徴収することができるものとする。 

第１６条  会計項目は、企画委員会の決議によって変更することができる。 

第１７条  会計年度は、4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日に終わる。 

 

 

第五章  附  則 

第１８条 本会の運営に必要な細則を設けることができるものとする。 

第１９条 本会の慶弔及び表彰細則は別に定める。 

第２０条 本規約は昭和 26年 9月 1日より実施する。 

本規約は一部を改正し令和 3 年 4 月 10日より実施する。 

本規約は一部を改正し令和 4 年 4 月 23日より実施する。 

本規約は一部を改正し令和 5 年 4 月 14日より実施する。 

本規約は一部を改正し令和 6 年 3 月 15日より実施する。 

本規約は一部を改正し令和 6 年 7 月 16日より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

規 約 細 則 

１． 慶弔に関する細則 

① 教職員 

餞別 ： 3,000 円 及び 3,000 円相当の花束 

祝儀 結婚 ： 5,000 円 ・ 出産 ： 5,000 円 

見舞 病気（1週間以上） ： 5,000 円 

香典 本人 ： 5,000 円、花輪 

配偶者、子、親： 5,000 円 

② 保護者 ・ 生徒 

見舞 災害 ： 実情により決める（上限 5,000 円）。 

香典 生徒 ： 5,000 円、花輪 

保護者 ： 5,000 円 

２． 生徒活動奨励金に関する細則 

① 部活動活動応援費 各部：10,000 円 

② 部活動活動応援補助費 一人：150 円 

③ 県大会出場激励金 

年間を通して、県大会に出場した場合  一人：1,000 円 

（各部に付き上限 20,000 円） 

３． 表彰慰労に関する細則 

会員及び会員以外で本会の事業に協力し、その功労顕著な者に感謝状を贈る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

土中 PTAバレーボールチーム規定 

1． 目的 

・土中 PTA バレーボールチーム（以下チーム）は、PTA会員相互の親睦と健 

康増進を図ることを目的とする。 

 

2． 組織 

・チーム構成員は、PTA 会員に限る。 

・チーム構成員の中から代表者１名を選ぶ。 

・代表者は、企画委員会にチーム構成員名簿、年間活動計画書、年間活動 

報告書及び決算報告書を提出する。 

・チームの所管は企画委員会とする。 

 

3．運営 

・チームの運営は専門部活動費で運営する。 

・専門部活動費の使途は、柏市 PTA連絡協議会主催バレーボール大会の参加 

登録料及び交通費とする。ただし、チームの運営に必要不可欠、且つ PTA

活動として妥当と判断される経費については、企画委員会の承諾を得て PTA

より支給する。 

 

4．活動 

・チーム構成員は、大会参加に向けて新入チーム員を募集する。 

・特別に学校施設を利用する場合、事前に学校の許可を得る。 

 

 

 

 


